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定期監査の結果に関する報告に係る措置の通知について

令和３年２月５日付け監査報告第３号により提出のありました定期監査の結

果に関する報告書において、制度的な検討が必要な事項として意見のありまし

た事項について、別添のとおり改善措置を講じましたので、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により通知します。



監査の結果に基づき講じた改善措置

総務部資産経営課

複数の課所室に関係する事項について

［意見］

(1) 今回を含めた定期監査の結果として、電柱等の支線や支柱を設置するた

めに行政財産を使用させた場合に、下関市行政財産使用料条例には使用料を

無料とする規定が見当たらず、また、減免の手続がなされていないにもかか

わらず、使用料を徴収していないという事例が従前から多くの課所室で見受

けられる。伺い文書や職員への聴取から、これらの事例は、下関市行政財産

使用料条例の適用に関して、各課所室が次のような疑義のある解釈をしてい

るために生じたと思料する。

疑義のある解釈の一つ目は、支線や支柱は本柱（電柱や電話柱）の附属物

であるから、支線や支柱の使用料は本柱の使用料に含まれているというもの

である。下関市行政財産使用料条例では、電柱及び地下埋設物等を設置する

ために行政財産を使用する場合の使用料の額は、下関市道路占用料徴収条例

の例による旨が規定されている。市道を占用する場合は、下関市道路占用料

徴収条例により、支線や支柱は「その他柱類」として本柱とは別に使用料を

徴収することとしており、同条例の「例による」とすれば、下関市行政財産

使用料条例においても支線や支柱の使用料は無料になり得ない。支線や支柱

が例による物件に含まれず、本柱の附属物であるとすれば、単独の物件とし

て使用料を徴収する下関市道路占用料徴収条例と取扱いが異なることの合

理的な理由が不明である。

疑義のある解釈の二つ目は、下関市道路占用料徴収条例の例によるとされ

ているのは「使用料の額」であるが、使用料を減免する際の取扱いも例によ

るとしていることである。その解釈から、道路占用料の減免基準である「下

関市道路占用料減免基準」を行政財産使用料に対しても適用し、同基準に支

線や支柱が「道路占用料を徴収しない物件」という表現で掲げられているこ

とから、行政財産に支線や支柱を設置した場合の使用料は「当初から無料」

と誤解して、減免の手続を行っていないものと思料する。

このような疑義のある解釈に至る原因は、各課所室が前例を踏襲する事務

処理を行うこと等によって、使用料を徴収しない根拠を正確に把握していな

いことに加え、支線や支柱を行政財産に設置した場合に、当該支線や支柱が

下関市道路占用料徴収条例の例により使用料を徴収する物件（電柱及び地下

埋設物等）に含まれるかどうかについて、下関市行政財産使用料条例の規定

が不明確なことにある。



下関市行政財産使用料条例の改正を含め、同様の事例が生じない方策を検

討されたい。

以上

（改善措置状況）

令和４年３月２日付け甲決裁により、同日付け下管第２２３号を各課所

室長宛て通知したところであり、次の４点を周知した。

①電柱及び地下埋設物等の範囲

支線等は、下関市行政財産使用料条例別表 ２ 来庁者駐車場以外の表

土地の項第２号別表２の（２）（以下「別表２の（２）」という。）の「電

柱及び地下埋設物等」に該当すること。

②使用許可申請及び使用料の取扱い

支線等は、行政財産使用許可の申請対象であること、及びその使用料

は、例によることとなる下関市道路占用料徴収条例別表の「その他柱類

（街灯を含む。）」に該当すること。また、支線等の長さ、使用期間等の

端数処理は、同条例第３条及び別表（備考を含む。）の例によること。

③減免の取扱い

道路は行政財産の一種であり、道路と道路以外の行政財産に使用料の

差が生じることは適当でないと考えられることから、使用料の減免にお

いても、下関市道路占用規則に基づく下関市道路占用料減免基準と同様

の率として取り扱い、「別表２の（２）により使用料を算出した物件が、

下関市道路占用規則第７条及び下関市道路占用料減免基準に該当すると

き」については、下関市行政財産使用料条例第４条第５号の「その他市

長が必要と認めるとき」とし、支線等の使用料について減免ができるこ

と。

④適用年月日

①から③までの措置は、令和４年４月１日以降の行政財産の使用許可

について適用すること。

当該通知以降、資産経営課において、使用料減免の合議の際に、所管課

の事務処理が当該通知に基づき適正に行われていることを確認している。


